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「県立学校における当面の臨時休業等の目安」の取扱いについて（通知） 

 

 日頃、新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、御理解・御協力をいただいてお

りますことに感謝申し上げます。 

今般、令和４年８月１９付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡「学

校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライ

ンの改定について」や埼玉県新型感染症専門家会議における意見を踏まえ、県立学校にお

ける当面の臨時休業等の目安の取扱いについて別紙のとおり各県立学校長あて通知しまし

たので参考に送付します。 
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